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第１ 総則 

１ 本仕様書の位置づけ 

本仕様書は、アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務（以下「本業務」という。）につい

て受注者に求めるサービス水準を示したものである。（この水準は、最低限又は基本の条件として

定めたものであり、同等以上の提案を妨げるものではない。） 

なお、本仕様書は、別紙募集要項、その他郡山市（以下「本市」という。）が本業務に関連して配

布する資料及び質問に対する回答と一体のものとして取り扱う。 

 

 ２ 本業務の目的 

本市では、令和５年度に実施した「海外旅行会社等招請モニターツアー企画運営業務」において、

シンガポールから旅行会社を招請し、ファムツアーを実施したところである。その結果、シンガポ

ールをアジア観光誘客事業のひとつの対象国と定め、シンガポールの旅行会社（以下「旅行会社」

という。）に対する継続的なセールスコール、商品造成の働きかけを行い、アジア観光誘客戦略を推

進することを目的に本業務を実施する。 

 

 ３ 提案の留意事項 

 （１）本業務の対象地域は、「シンガポール」とする。 

 （２）提案上限金額の範囲内で、独自の有効な誘客施策の提案を実施することができる。 

（３）提案に当たっては、本市ウェブサイト上の「旅行会社向け提案資料」を確認の上、提案するこ

と。 

 

※参考 本市によるシンガポールへの取組 

年度 施策 主な意見 

令和５年度 

夏期（９月上旬）に旅行会社２社から２名、ラ

ンドオペレーター１名、冬期（１月中旬）に旅

行会社２社から２名、ランドオペレーター１名

のファムツアーを実施【行程は別紙１のとお

り】 

 

（招請した旅行会社） 

・X-TREKKERS 

・EU Asia Holidays 

・インアウトバウンド仙台・松島 

・JOYOJ 

・JTB Singapore 

【良い点】 

想像以上の観光資源があり、食

コンテンツについて高評価。 

 

【改善点】 

英語の受入環境整備、他のエリ

アとの違いの可視化、広域エリ

アとの組み合わせの提案 
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第２ 委託業務の内容・要求水準等 

 １ 広域行程サンプル（モデルルート）の造成 

   本市での消費額増大を図るためにも、本市を起点として他のエリアを組み合わせた広域行程を作

成し、本市へ誘客を図ることが重大と考えられることから、旅行会社に提案できるよう広域行程サ

ンプル（モデルルート）を以下のとおり造成すること。なお、各項目の詳細については、企画提案

書内で提案すること。 

 （１）本市を含んだ福島県内・東北各県・北関東圏など主要観光地の周遊ルートとすること。 

 （２）団体向けルート・FIT 向けルートを２パターン造成すること。 

 （３）本市への滞在について、日帰り・１泊・２泊の３パターンで造成すること。 

 （４）造成に当たっては、旅行者の発着空港を想定し造成すること。 

例：仙台空港インアウト、成田・羽田空港インアウト 

 （５）造成したルートについては、SEO 対策を実施したランディングページとなるページを作成する

こと。作成したランディングページは、一般社団法人郡山市観光協会（以下「観光協会」という。）

ウェブサイト内ページとして掲載すること。なお、観光協会の掲載に当たっては、ウェブサイト

の運営会社と調整の上、実施すること。 

 （６）造成したルートについては、旅行会社に直接手渡しで提案できるように PowerPoint でも作成

すること。なお、印刷データの成果品は求めない。 

 （７）広域行程の造成の中で、コンテンツの磨き上げが必要な場合、助言等を行うこと。 

 （８）前項のコンテンツに対し、不足しているタリフシートについては、作成のための助言等を行う

こと。 

 

２ 旅行会社へのセールスコールの実施 

   旅行会社に対するセールスコール、商品造成の働きかけを以下のとおり行うこと。なお、各項目

の詳細については、企画提案書内で提案すること。 

 （１）旅行会社の取り扱いツアーのうち、既に福島県及び近隣を含むツアーはあるが、本市が入って

いない場合、ツアー行程に本市を加えてもらえるよう旅行会社に対して提案を実施すること。 

 （２）旅行会社の取り扱いツアーのうち、本市、福島県及び近隣を含むツアー販売がない場合、ツア

ーへの新規組み込みや顧客への提案を旅行会社に対して提案を実施すること。 

 （３）旅行会社の提案には、第２の１で造成した広域行程をサンプルとして活用すること。 

 （４）セールスコールは、５社以上実施すること。 

 （５）各社からフィードバックを収集すること。 

 （６）本市で実施の想定はしていないが、必要に応じてファムツアーを提案することができる。 

 

 ３ 将来の受入体制・環境整備に向けた現状整理 

   外国人観光客を受け入れるにあたり、受入体制・環境整備に向けた現状整理を以下のとおり、実

施すること。各項目の詳細については、企画提案書内で提案すること。 

（１）本市の改善点・課題の整理を行うこと。 

（２）整理を行う上で、英語対応ができる宿・飲食店の有無、通訳・ガイドの有無、ランドオペレー

ターの有無等を調べて実施すること。 

（３）必要に応じて、関係する事業者へヒアリングを行い、現状をまとめること。なお、詳細な EBPM
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ではなく、今後取り組むための方向性を求めるものとする。 

（４）セールスコールの際に、整理した現状を活用すること。 

 

 ４ 次年度への提案及び報告書の作成 

   業務の成果がわかるよう実施報告書を作成すること。また、報告書内には、本市が今後実施すべ

き取組を記載すること。 

 

第４ 成果品 

 １ 完了検査 

業務が完了したときは、次の成果品を提出し、完了検査を受けること。 

成果品の所有権、著作権等の一切の権利については、全て本市に帰属するものとし、本市の承諾

なしに使用、公表してはならない。 

No 成果品 形式 提出期限 

１ 実施報告書 任意様式・A4・縦型 令和７年１月 31日 

２ 広域行程（モデルルート） PowerPoint 〃 

３ デジタル上の広域行程 － 〃 

 

２ 実施報告書の規格及び提出先 

（１）原則、A４版、縦型、横書きとし、PDF 及び PDF 以外の加工可能な電子データで提出すること。 

 （２）提出先は、郡山市産業観光部観光課とする。 

（３）その他業務で生じた成果品については、併せて提出すること。 

 

第４ その他留意事項 

 １ 業務全体を管理・統括する業務責任者を置くこと。本市との連絡は原則として、この業務責任者

を通して行うこと。 

２ 本業務に関する打合せを必要に応じて随時行うこと。 

なお、打合せ協議に要する移動等の経費については、全て受注者の負担とする。 

３ 本業務の実施に当たっては、本市と十分な協議の上、本市の意向に沿った提案助言等を行うこと。 

また、本市に必要な事項について、受注者は、積極的に提案を行うこと。 

４ 契約の締結、本業務の履行に関して必要な費用は、特段の定めがない限り、全て受注者の負担と

する。 

５ 受注者が自ら所有する写真・映像等を使用する場合には、著作権・肖像権等に十分注意の上、自

らの責任において使用すること。 

６ 本業務の遂行において、第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）を使用す

る場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる

一切の手続きを行うこと。 

７ 本業務の履行に当たり疑義が生じた事項や本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、

決定する。 

８ 受注者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 

 ９ 令和６年４月１日以降に所属名称が変更した場合においては、観光課と読み替える。 
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第１ 事業の概要 

１ 本募集要項の位置づけ 

本募集要項は、アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務委託の公募型プロポーザル（以下

「本プロポーザル」という。）を実施するに当たり、条件を示したものである。 

２ 業務名 

   アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務（以下「本業務」という。） 

３ 業務内容 

   本業務仕様書（別添）のとおり 

４ 業務期間 

   契約締結日から令和７年１月 31日（金）まで 

５ 提案上限金額 

   4,299,999円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

６ 留意事項 

   本業務仕様書に掲げる全ての項目において、サービス水準を示しているが、参加者はその他必要

な項目を検討し、提案書においてサービス向上につながるものを提案すること。 

 

第２ 参加資格要件等 

１ 参加資格要件 

 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 郡山市工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（平成 13 年４月 24 日制定）、郡山市物品調達

契約に係る指名停止等措置要綱（平成 20年 12月１日制定）及び郡山市建築物等維持管理業務委託

契約に係る指名停止等措置要綱（平成 20年 12月１日制定。以下「指名停止要綱」と総称する。）に

基づく指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき、更

生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始又は再

生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結又は再生手続終結の決定を受けた者に

ついては、当該更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 

(4) 役員等が郡山市暴力団排除条例（平成 24年郡山市条例第 46号）第２条第２号に規定する暴力団

員又は第８条に規定する社会的非難関係者と認められる者でないこと。 

(5) 過去５年間（平成 31年４月１日から令和６年 3月 31日までの期間）に、本業務と同種又は同類

の業務経験を有していること。 

２ 共同企業体 

共同企業体によりプロポーザルに参加する場合は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

(1) 共同企業体は、自主結成とし、構成企業間で協定を締結していること。 

(2) 共同企業体は、代表企業を選定し、この代表企業を共同企業体の代表者として発注者と契約の締

結が行えること。この場合、代表企業は発注者に対して全ての責任を負うものとする。 

(3) 前項第１号から４号までの要件については、共同企業体の全構成員が満たしていること。 

(4) 前項第５号の要件については、共同企業体のうちいずれかの構成員が満たしていること。 

 



 

 

第３ 公募の手続きに関する事項等 

１ 公募及び選定のスケジュール 

公募及び選定のスケジュールは以下のとおりとする。 

公募開始 令和６年３月 25日（月） 

公募に関する質問書受付 令和６年４月３日（水） 

公募に関する質問書回答 令和６年４月５日（金） 

参加申込書及び提案書類の提出期限 令和６年４月 19日（金） 

提出書類に対する質問 令和６年４月 24日（水） 

提出書類に対する質問への回答期限 令和６年４月 30日（火） 

審査、決定及び選定結果通知 令和６年５月上旬予定 

契約の締結 令和６年５月中旬予定 

 

２ 質問受付及び回答 

本業務に関する質問の受付及び回答公表については、次のとおりとする。 

（１）提出書類・提出方法 

質問は、別紙２「質問書」に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子メールにて送信する

こと。電子メールの件名には本業務名称及び〔質問書〕と記載すること。 

なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く 24時間以内に当該電子メール到着の確認に関

する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡すること。また、受付期間に未着の場合は質問がな

かったものとみなす。 

 （２）送付先は、第８の２とする。 

 （３）質問への回答公表 

質問及び質問に対する回答は郡山市ウェブサイトで公表する。 

「郡山市ウェブサイト―入札・契約ポータルサイト―入札情報―その他の業務」 

ただし、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、質問者の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると考えられるものは公表しない。 

 

３ 参加申込書及び提案書類の提出 

参加者は、参加申込書及び提案書類（以下「提出書類」という。）を次のとおり提出すること。 

（１）提出期限 令和６年４月 19日（金）17時 15分まで 

（２）提出場所 郡山市役所西庁舎４階 郡山市産業観光部観光課 

（３）提出書類 第３の４のとおり 

（４）提出方法 持参又は郵送による。持参の場合は、郡山市の休日を定める条例（平成２年郡山市

条例第７号）第１条に規定する市の休日を除く日の８時 30分から 17時 15分まで（12

時から 13時までを除く。）とする。郵送の場合は、簡易書留郵便等、配達完了の確認

ができる方法とし、提出期限までに必着とすること。また、提出書類の電子データを

ファイル便等に格納の上、電子メールにて提出すること。 



 

 

 ４ 提出書類 

様式 

番号 
書式名及び記載内容 サイズ 

枚数 

制限 

様式１ 参加申込書 A4 １枚 

様式２ 宣誓書 A4 １枚 

様式３ 

企画提案書 

・モデルルート造成に関する内容、詳細 

・セールスコールの内容、詳細 

・将来の受入体制・環境整備に向けた現状整理の内

容、詳細 

A4 

上限 

20ページ 

任意様式 

様式４ 業務実績表 A4 １枚 

任意様式 参考見積書 A4 １枚 

任意様式 会社概要 ― ― 

任意様式 商業登記履歴事項全部証明書 ― ― 

任意様式 貸借対照表及び損益計算書（２期分） ― ― 

任意様式 

納税証明書の写し（国税及び郡山市税） 

※法人税及び消費税等について未納税額がない証

明、郡山市税については、市内に納税義務を有する

場合のみ 

― ― 

 

 （１）提出書類の作成に当たっては、明確・具体的に記入の上、提出すること。 

（２）造語、略語は、専門用語、一般用語を用いて初出の箇所に定義を記述すること。 

（３）他の様式や補足資料に関連する事項が記載されている等、参照が必要な場合には、該当するペ

ージを記入すること。 

 （４）分かりやすさ及び見やすさに配慮し、提出書類で使用する文字の大きさは、原則として 10ポイ

ント以上とし、適度な行間を設けること。ただし、説明図表・計算書類等に使用する文字はこの

限りではない。 

 （５）各様式の枠内に記載されている注記事項については、削除した上で提案内容を記載すること。 

 （６）ページ数に制限がある場合は、それを遵守すること。 

 （７）提案内容について、要求水準以上の提案、特に強調したい箇所、重要と考える箇所等は、ゴシ

ック体の使用、太字、下線等により見やすくするための工夫をすること。 

（８）提出書類は片面印刷とすること。 

（９）正本１部、副本５部を提出すること。 

 

５ 提案における留意事項 

（１）公正性の確保 

参加者は、次の禁止事項に抵触した場合には、本業務への参加資格を失うものとする。 

ア 参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年法律第 54 号）に抵

触する行為を行ってはならない。 

イ 参加者は競争を制限する目的で提案内容等についていかなる相談も行わず、独自に提案内容等

を定めなければならない。 

ウ 参加者は、候補者の決定前に他の参加者に対して、提案内容等を意図的に開示してはならない。 

エ 参加者やそれと同一と判断される団体等が、本業務に関して、審査員に面談を求めたり自社の

PR資料を提出したりする等によって、自社を有利に、又は他社を不利にするよう働きかけてはな



 

 

らない。 

 （２）申込に伴う費用の負担 

申込に伴う費用は、全て参加者の負担とする。 

 （３）募集のとりやめ等 

参加者が連合又は不穏な行動をなす等の場合において、公正に申込を執行できないと認められ

る場合又はその恐れがある場合は、当該参加者を参加させない又は募集を延期若しくはとりやめ

ることがある。なお、契約締結後、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとる

ことがある。 

（４）提出書類の取扱い 

ア 著作権 

提出書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、発注者は、本業務の公表及びその他、発注者

が必要と認める場合、提出書類の一部又は全部を無償で使用できるものとする。なお、提出を受け

た書類は返却しない。 

  イ 特許権等  

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利を使用した結果生じた責任は、参加者が負うものとする。 

 

第４ 失格事項 

  次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要領に示した提案書の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

（４）審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（５）参考見積書の金額が、提案上限金額を超過した場合 

 

第５ 契約候補者の決定及び審査結果の公表 

１ アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務に係るプロポーザル選定委員会設置要綱（令和６

年３月 25日制定）に基づき設置する委員会（以下「選定委員会」という。）において、実施要領等

で定めた選定基準及び選定方法により、提出された企画提案書等の審査及び評価を行い、その結果

に基づいて本業務委託の契約候補者及び次順位者を決定する。 

 ２ 審査については、提出書類による書面審査により行う。   

また、必要に応じて提案書類に対する質問を行うため、回答期限までに回答すること。 

３ 審査結果については、郡山市ウェブサイトに、次の内容を公表するものとする。 

なお、契約候補者及び次順位者以外の参加者の名称は公表しないものとする。 

（１）事業者名 

（２）契約候補者名及び次順位者名 

（３）各参加者の評価点 

（４）審査の経過及び審査委員 

 

 



 

 

 

第６ 契約条件 

１ 提出された提案書類について選定委員会で審査し、契約候補者として決定された者と随意契約の手

続きを行う。なお、契約候補者と契約締結に至らない場合は次順位者を新たな契約候補者とし、手続

きを行う。 

２ 契約候補者の決定から契約締結までに、「第４ 失格事項」に該当する事由が発生した場合は、契約

を締結しないことがある。 

３ 契約保証金については、免除とする。  

４ 契約書の作成を要する。 

５ 支払いについては、全ての業務完了後に支払うものとする。 

 

第７ 業務の実施に関する事項 

 １ 誠実な事業の遂行 

事業者は、契約書に定めるところにより、誠実に業務を遂行すること。 

 ２ 関係機関との協議 

   事業者は、関係機関と複数回の協議を行い、業務を実施すること。 

 

第８ その他 

 １ 留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）提出期限以降における書類の差替え及び再提出は認めない。 

（３）参加申込及び提案書類に係る書類作成及び提出に要する費用は、参加申込者の負担とする。 

（４）提出された書類は返却しない。 

（５）提出された書類は、参加申込者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

（６）その他必要な事項は、郡山市契約規則（昭和 40 年郡山市規則第 49 号）及び実施要領による。 

（７）令和６年４月１日以降に所属名称が変更した場合においては、観光課と読み替える。 

 

 ２ 問合せ先 

郡山市産業観光部観光課 

〒963-8601 

福島県郡山市朝日一丁目 23番７号 

電話 024-924-2621 

電子メール kankou@city.koriyama.lg.jp 



シンガポールファムツアー【夏】スケジュール

日程： 9/1（金）-9/3（日）

同行者

備考

開始 終了 所要 場所 概要

1日目 11:20 12:00 0:40 こおりやま観光案内所 あいさつ等

9/1 12:00 12:30 0:30 移動

（金） 12:30 13:30 1:00 発酵レストラン 「gnome（ノーム）」 昼食

13:30 13:45 0:15 移動

13:45 15:15 1:30 猪苗代湖（舘浜） 湖畔サイクリング体験 体験①

15:15 15:45 0:30 移動

15:45 16:45 1:00 ホテルインスペクション

16:45 17:00 0:15 移動

17:00 19:00 2:00 磐梯熱海温泉　湯のやど　楽山 夕食・宿泊

２日目 7:00 9:30 2:30 朝食・準備

9/2 9:30 10:00 0:30 移動

（土）
10:00 14:00 4:00

Food Camp Tour

（湖南町の初秋の実りをまるごと味わうFoodCamp）
体験②

14:00 14:30 0:30 移動

14:30 16:30 2:00 静の湖南アクティビティ（カヤック・サウナ） 体験③

16:30 17:30 1:00 移動

17:30 18:00 0:30 郡山シティホテル 宿泊

18:00 18:30 0:30 移動

18:30 21:00 2:30 居酒屋安兵衛 夕食

３日目 9:00 9:00 0:00 ホテル出発

9/3 9:00 9:30 0:30 移動

（日） 9:30 11:30 2:00 高柴デコ屋敷　ガイドツアー 体験④

11:30 12:00 0:30 移動

12:00 12:45 0:45 たもや　郡山ブラックラーメン 昼食

12:45 13:00 0:15 移動

13:00 14:30 1:30 橋本農園ぶどう狩り 体験⑥

14:30 14:45 0:15 移動

14:45 16:15 1:30 あぐりあ　＜施設見学・振り返り＞ 体験⑥

16:15 17:00 0:45 移動

17:00 17:00 解散

参加者２名　シンガポール旅行会社２社から各１名

通訳１名

事務局　３名～４名

　テーマ：フーディーツアーをベースに、その⾊の恵みをもたらす⾷・⾃然、そしてそれらを紡

ぐ地域の⼈に触れる旅をソフトアドベンチャー

113006
タイプライターテキスト
別紙１



シンガポールファムツアー【冬】スケジュール

　　　テーマ：フードシティ郡山　ガストロノミーの方向性検証

日程： 1/15（月）-1/17（水）

同行者

備考

開始 終了 所要 場所 概要

1日目 11:20 12:00 0:40 こおりやま観光案内所 あいさつ等

1/15 12:00 12:30 0:30 移動

（月） 12:30 13:30 1:00 THEキッチンプラットフォーム 昼食

13:30 13:45 0:15 移動

13:45 16:15 2:30 安積蒸留所　ハンドフィル体験 体験①

16:15 16:45 0:30 移動

16:45 17:45 1:00 ホテル

17:45 18:00 0:15 移動

18:00 20:00 2:00 ベストテーブル 夕食

20:00 20:10 0:10 移動

20:10 22:10 2:00 barホッピング（朝日・駅前）

２日目 7:00 9:30 2:30 朝食・準備

1/16 9:30 10:00 0:30 移動

（火） 10:00 12:30 2:30 宝来屋　味噌づくりワークショップ 体験②

12:30 13:00 0:30 移動

13:00 15:00 2:00 ハーブガーデンSARARA 体験③

15:00 15:30 0:30 移動

15:30 17:00 1:30 TATAMI　village　コースターづくり 体験④

17:00 17:30 0:30 移動

17:30 18:30 1:00 ホテル華の湯

18:30 20:30 2:00 夕食

３日目 8:30 8:30 0:00 ホテル出発

1/17 8:30 10:00 1:30 移動

（水） 10:00 12:00 2:00 湖南町BIKE＆HIKE 体験⑤

12:00 12:15 0:15 移動

12:15 13:45 1:30 太田屋旅館 昼食

13:45 14:00 0:15 移動

14:00 15:30 1:30 Roots猪苗代＜施設見学・振り返り＞ 体験⑥

15:30 16:15 0:45 移動

16:15 16:15 解散

参加者２名　シンガポール旅行会社２社から各１名

通訳１名

事務局　３名～４名



 

 

別紙２ 

 

質 問 書 

 

郡山市長 品川 萬里 様 

 

所 在 地  

                    名  称  

                    代表者名                         

                               （押 印 不 要） 

 

アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務委託について、以下のとおり質問します。 

 

１ 質問内容 

No. 質 問 

１ 
 

２ 
 

 ※質問欄が不足した場合は、行を追加し記入してください。 

 

２ 連絡先 

担当者役職・氏名  

連
絡
先 

電   話  

Ｆ Ａ Ｘ  

電子メール  

 

３ 質問提出期限 

  令和６年４月３日（水）17時 15分まで 

 

４ 提出先 

  次の電子メールアドレス宛てに提出してください。 

郡山市産業観光部観光課 

E-Mail：kankou@city.koriyama.lg.jp 

 

 



 

 

様式１ 

 

 

令和   年   月   日 

 

参加申込書 

 

郡山市長 品川 萬里 様 

 

                 所  在  地  

                 名    称  

                 代表者職氏名                             

（代表者の自書又は記名押印）   

 

アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務委託に係る公募型プロポーザルについて

参加申込します。 

 

提出書類（□の欄をチェックし、書類に不備がないことを確認すること） 

 □参考見積書 

□会社概要（任意様式。パンフレット可。） 

□商業登記履歴事項全部証明書写し（最新の登録事項を確認できるもの） 

□貸借対照表及び損益計算書の写し（直近２期分） 

 □納税証明書の写し（国税及び郡山市税） 

 □様式２、様式３、様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式２ 

 

宣誓書 

 

郡山市長 品川 萬里 様 

 

 

アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務委託の公募型プロポーザルに係る参加資格

について、下記に記載した事項は、真実に相違ありません。 

 

記 

 

（※ 該当項目にレ点を記入すること。） 

 

□ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない 

□ 郡山市工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（平成 13年４月 24日制定）、郡山市

物品調達契約に係る指名停止等措置要綱（平成 20 年 12 月１日制定）及び郡山市建築

物等維持管理業務委託契約に係る指名停止等措置要綱（平成 20年 12月１日制定）（以

下「指名停止要綱」と総称する。）に基づく指名停止期間中の者でない 

□ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基

づき、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でない。 

□ 役員等が郡山市暴力団排除条例（平成 24 年郡山市条例第 46 号）第２条第２号に規定

する暴力団員又は第８条に規定する社会的非難関係者と認められる者でない 

□ 過去５年間（平成 31年４月１日から令和６年３月 31日までの期間）に、本業務と同種

又は同類の業務経験を有している 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

所 在 地  

商号または名称  

代 表 者 氏 名    

                           （代表者の自書又は記名押印） 

 

 



 

 

様式３ 

 

令和 年 月 日 

 

企画提案書（表紙） 

 

郡山市長 品川 萬里 様 

 

  

所 在 地  

商号または名称  

代 表 者 氏 名    

 （代表者の自書又は記名押印）  

 

アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務委託に係る公募型プロポーザルに対する提

案書類を提出します。 

 

 

以下、チェックすること。 

□ A4サイズ 20ページ上限で任意様式により企画提案内容を作成すること。 

□ 企画提案書に記載について、以下の内容は必ず記載すること。 

 ・モデルルートの造成に関する内容、詳細 

 ・セールスコールの内容、詳細 

 ・将来の受入体制・環境整備に向けた現状整理の内容、詳細 

 

 

 

 

企 業 名  

部 署  

連 絡 責 任 者 の 

役 職 ・ 氏 名 
 

住 所  

電 話 番 号   

電子メールアドレス  



 

 

様式４ 業務実績表 

 

業務実績表 

 

業務名 アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務委託 

法人名  

 

類似業務実績一覧 

No 業務名・自治体名 業務の概要 備考 

1   

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

3   

 

 

 

 

4   

 

 

 

 

5   

 

 

 

 

※行数が不足する場合は適宜追加してください。 

※令和６年４月１日までの過去５年の期間に業務と同種又は同類の業務経験を行った主

な実績について記載すると。 

※同業務とは、アジア圏・シンガポールでのレップ、セールスコール、モデルルートの造成

などをいう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア観光誘客（シンガポール） 

企画運営業務 

公募型プロポーザル 

 

審査基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和６(2024)年３月 

郡山市産業観光部観光課



 

 

第１ 審査手順 

１ 資格審査 

  市は、参加者から提出される参加資格審査に関する書類をもとに、参加者が満たすべき

参加資格要件及び業務遂行能力について確認し、確認の結果、資格に満たさない場合のみ、

失格の旨を通知する。 

 

２ 提案審査 

 （１）提案書類の確認 

市は、参加者に求めた提案書類が全て揃っていることを確認し、提出書類が不備の場

合は、失格とする。 

 

 （２）アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務に係るプロポーザル選定員会（以下

「選定委員会」という。）は、参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内

容について審査を行い、審査項目ごとに点数を付与する。 

 

 （３）契約候補者及び次順位者の選定 

選定委員会は、評価点の最も高い提案を契約候補者として選定し、次に高い提案を次

順位者として選定する。総合評価点の最も高い提案が２つ以上ある場合は、セールスコ

ールの合計点数が最も高い提案を契約候補者として選定する。 

 

 （４）最低制限基準 

   最低制限基準として、選定委員会委員の合計点数が配点の合計の 60％とし、60％に

満たない場合は失格とする。 

 

 （５）独自提案 

   仕様書に記載されている内容以上の独自提案がある場合、選定委員会委員の裁量で

各項目内において、加点するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２ 審査項目及び配点 

 評価ポイント 配点 

基礎評価【30点】 

（１）事業趣旨 

・現在までの取組を理解し、活用されている提案か。 

・事業趣旨の理解がなされている提案か。 

・企画提案の内容が事業趣旨と合致しているか。 

15 

（２）業務体制 

業務実績 

・十分な経験や同種業務実績を有している者を配置

し、業務が遂行できる人員体制か 

・シンガポールに対する見識があり、代理営業を実

施できる企業・体制か 

10 

（３）見積額  ５ 

事業評価【70点】 

（４）広域行程サンプ

ル（モデルルート）造成 

①旅行会社に提案できる広域行程（モデルルート）

を造成できるような提案か。 
10 

②広域行程の活用策（ランディングページ・直接手

渡しできる資料など）は適切か。 
10 

③コンテンツの磨き上げ、不足しているタリフシー

トの助言等が適切か。 
10 

（５）セールスコール

の実施 

①想定する旅行会社の候補が適切であり、実行可能

な提案か。 
15 

②シンガポールの旅行会社が商品造成する等、本事

業の成果が期待できる提案か。 
15 

（６）将来の受入体制・

環境整備に向けた現状

整理 

①改善点、課題の整理の手法について実現性があ

り、効果がある内容か。 
10 

合計 100 

 

 



1 

 

アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務に係るプロポーザル選定員会設置要綱 

 

令和６年３月 25日制定  

［郡山市産業観光部観光課］  

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、アジア観光誘客（シンガポール）企画運営業務に係るプロポーザル

選定委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

１ 募集要項、仕様書等の確認に関すること。 

２ 企画提案書等の審査及び契約候補者の特定に関すること。 

３ その他委員会が必要と認める事項に関すること。 

（組織等） 

第３条 委員会は、委員５名以内をもって組織する。 

２ 委員は、産業観光部長、産業観光部次長兼観光課長、観光課長補佐、観光係長、文化ス

ポーツ部国際政策課長が指名する者とする。 

３ 委員の任期は、本業務の契約候補者と契約を行った日までとする。 

（会議） 

第４条 委員は「審査基準」に基づき、申請書類による書面審査により行う。 

２ 委員は、必要に応じて質問を行う場合がある。 

（守秘義務） 

第５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、事務局において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年３月 25日から施行する。 

２ この要綱は、本業務の契約候補者と契約を行った日に、その効力を失う。 

 

 

 

 

 


